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第２章

固定資産評価と
標準宅地の鑑定評価
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Ⅰ 鑑定評価とは

１．鑑定評価

 不動産鑑定評価基準に基づき、不動産
鑑定士等が評価

 公平性 ・ 透明性 ・ 精度の高い評価

 固定資産税 ・ 相続 ・ 競売 ・ 用地買収 ・
関連会社取引 ・ 担保評価 ・ 交換等の評
価に採用
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Ⅰ 鑑定評価とは

２．公的土地評価

資料 性格 価格時点 令和６年度評価替え

地価公示
価格

国土交通省が毎年発表
（3月下旬頃）

毎年
1月1日

令和5年1月1日
時点の公示価格に
留意

都道府県
地価調査

価格

都道府県が毎年発表
（9月下旬頃）

毎年
7月1日

令和4年7月1日
時点の地価調査
価格に留意

固定資産
税標準

宅地価格

市町村が固定資産税の
評価基準年度毎に発表
（3年に1度）

評価基準
年度の

前年1月1日

令和5年1月1日
時点の鑑定評価書を
徴収

相続税
標準地
価格

国税庁が毎年発表
（7月上旬頃）

毎年
1月1日

令和5年1月1日時点
の路線価との整合性
を図る
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Ⅰ 鑑定評価とは

３．固定資産税 標準宅地に関する鑑定評価

（１）市街地宅地評価法

主
要
な
街
路
の
選
定

標
準
宅
地
の
選
定

主
要
な
街
路
の
路
線
価

の
付
設

そ
の
他
の
街
路
の

路
線
価
の
付
設

各
筆
の
評
点
数
の
付
設

各
筆
の
評
価
額
の
算
出

用
途
地
区
・
状
況
類
似

地
域
の
区
分

※鑑定評価

※鑑定標準価格 標準的画地の価格 主要な街路の価額
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鑑定評価額（原則）
鑑定標準価格（例外）

標準宅地の価格※

Ⅰ 鑑定評価とは

３．固定資産税 標準宅地に関する鑑定評価

（２）その他の宅地評価法

標
準
宅
地
の
選
定

標
準
宅
地
の
適
正
な

時
価
の
評
定

標
準
宅
地
の
評
点
数
の

付
設

各
筆
の
評
点
数
の
付
設

各
筆
の
評
価
額
の
算
出

状
況
類
似
地
区
の
区
分

※鑑定評価
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Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

１．標準宅地の鑑定評価書の様式

（様式１） ： 鑑定評価の基本的事項

鑑定評価額

（様式３） ： 公示価格等を規準とした価格

試算価格の調整

鑑定評価額の決定

（様式２） ： ３手法を適用した各試算価格

（様式４） ： 標準宅地調書

本章末 【資料１・２・３】 参照
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Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

２．標準宅地の鑑定評価の手順

① 鑑定評価方式の適用（様式2）

③ 公示価格等を規準とした価格の算定（様式3）

② 試算価格の調整と標準価格（様式3）の査定

④ 鑑定評価額の決定（様式3）
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Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

３．鑑定評価方式の適用

費
用
性

市
場
性

収
益
性

原
価
法

取
引
事
例
比
較
法

収
益
還
元
法

（作ったらいくら？）

（買ったらいくら？）

（貸したらいくら？）

費用性

市場性

収益性
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

● 多数の取引事例を価格判定の基礎とする

実証的な価格

● 求められた価格は「比準価格」という

● 標準宅地の評価では、最も多く使われる評価手法
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3．□

4．○

4．△

〇〇〇地内

△△△地内

□□□地内

210

175

186

96,100

138,000

110,000

90

100

100

100.0

101.5

102.5

－

90

100

98

110

95

90

110

95

109,000

141,000

119,000

121,000

128,000

125,000

125,000
採用した取引事例は、いずれも●●市内の区画の整った住宅地域内に存する事

例である。事例ａは事情補正を、事例ｂは建付減価補正を必要とするが、いずれも適
切に補正されている。
事例の規模も類似しており、3事例とも高い規範性を有すると思料する。
よって本件では、各取引事例による価格を相互に関連付け、3価格の概ね中庸値を

もって比準価格と決定した。

３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

＜取引事例比較法ズーム＞ （様式2 抜粋）
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

＜不動産鑑定評価における「地域」の概念＞

■ 「近隣地域」

標準宅地が所在する地域で、ある特定の用途
を中心として、地域的にまとまりをもった地域

■ 「類似地域」

近隣地域と地域の特性が類似している地域
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

＜不動産鑑定評価における「価格」の概念＞

■ 「標準価格」

固定資産評価上、補正のかからない標準的
画地の土地価格

（様式1）の（4）・（様式3）の（55）

■ 「鑑定評価額」

標準宅地が有する個性（不整形・角地など）を
反映した土地価格

（様式1）の（5）・（様式3）の（58）
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

＜「地域」の概念＞

対
象
地

取
引
事
例

近隣地域

類似地域

標
準
的
画
地

＜個別的要因＞

対 象 地：角 地
（増価要因）

取引事例：間口狭小
（減価要因）

標
準
的
画
地
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

■ 「事情補正」 （様式2）の（8） ・・・ （１/２)

採用した取引事例が特殊な事情を含み、これが
取引価格に影響をしていると認められる場合に、
この特殊事情がない状態に補正をすること

適切に事情補正できなければ、その取引事例は
使用することはできない
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

■ 「事情補正」 （様式2）の（8） ・・・ （２/２)

【例】

「売り急ぎ」

現金が早急に必要となったため、相場よりも

安いが売却した

「買い進み」

供給の少ない地域でやっと物件が出たため、

相場よりも高いが購入した
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

■ 「時点修正」 （様式2）の（9）

取引事例等の取引時点が価格時点と異なる

ことによって、価格水準に変動があると認められ

る場合は、取引事例等の価格等を価格時点に

おける価格等に修正すること

取引時点

令和3年7月1日

価格時点

令和5年1月1日
地価が2%上昇
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

■ 「建付減価」 （様式2）の（10）

建付減価

建付地について、現況の土地の利用状況が

最有効使用でない場合に生ずる減価

建 付 地

建物等の用に供されている敷地
（土地と建物の所有者が同一人）
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

■ 「最有効使用」 （様式4）の（43） ・・・ （１/３)

不動産の効用を最高度に発揮できる使用方法
のことであり、地域の特性等によって異なる

住宅地域

・・・戸建住宅 共同住宅等

商業地域

・・・事務所 店舗等
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

■ 「最有効使用」 （様式4）の（43） ・・・ （２/３)

【例】

商業地域

赤枠の建物は一見すると、建付減価はなく最有効使用の
ように見えるが…
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

■ 「最有効使用」 （様式4）の（43） ・・・ （３/３)

【例】

商業地域

※容積率

1000％

周辺の建物に比べて、著しく階数が少なく、建付減価（容
積未消化）が発生している

23
Copyright © 2022 株式会社総合鑑定調査 All Rights Reserved.

３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

■ 「事例地の個別的要因の標準化補正」

（様式2）の（11）

取引事例がその個別的要因によって、取引事例の
存する地域の標準的画地の価格と差がある場合に、
標準的な状態に補正すること

例
事例地Ａ：角 地 +5％

事例地Ｂ：不整形 -10％

事例地Ｃ：角 地 +5％
不整形 -10％
相乗積 -5.5％

事
例
地
Ａ

事
例
地
Ｂ

事
例
地
Ｃ

標
準
的
画
地
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

■ 「推定価格」 （様式2）の（12）

取引事例が存する類似地域の標準的な土地の価格

■ 「地域要因の比較」 （様式2）の（13）

取引事例が存する類似地域と標準宅地が存する

近隣地域との格差

〇 街路条件 〇 交通接近条件

〇 行政的条件 〇 環境条件
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３．鑑定評価方式の適用

（１） 取引事例比較法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

■ 「1㎡当たり比準価格決定の理由の要旨」

「1㎡当たり比準価格」

（様式2）の（15）・（16）

各取引事例の規範性の程度や、価格算定の過程
を検証し、試算値の重み付けを不動産鑑定士が判
断し、取引事例比較法による「比準価格」を決定し、
その理由を記載
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３．鑑定評価方式の適用

（２） 収益還元法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

● 不動産から生み出される収益を、価格判定の基礎と
する

投資家の視点に基づいた手法

● 店舗、賃貸マンション等の収益用不動産には有効

● 郊外の一戸建て住宅用地等

説得力が劣る

● 求められた価格は「収益価格」という
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３．鑑定評価方式の適用

（２） 収益還元法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

＜収益還元法基本式（例）＞

a
基本式

r
= p

a : 収益 r : 利回り p : 価格

不動産価格（1,000万円）
利回り （10%）

純収益（100万円）
＝

収益価格（1,000万円）＝
純収益（100万円）

利回り（還元利回り・10％）
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３．鑑定評価方式の適用

（２） 収益還元法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

＜収益還元法ズーム＞ （様式2 抜粋）

3,500,000 650,000 2,850,000 2,300,000 550,000 534,655

0.9721 4.7

0.1

4.6
11,622,935

58,100200
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３．鑑定評価方式の適用

（３） 原価法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

● 対象不動産を価格時点において、再調達すること
を想定した場合の費用を価格判定の基礎とする

● 既成市街地内の土地は適用が困難

● 主に、建物の評価に用いられる

● 求められた価格は「積算価格」という
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３．鑑定評価方式の適用

（３） 原価法

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

＜原価法ズーム＞ （様式2 抜粋）

対象不動産は既成市街地に存し、再調達原価を把握す
ることが困難なため。
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Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

４．試算価格の調整と標準価格の査定

● 各試算価格の特性を分析して調整

対象不動産の用途等を考慮

● 標準価格が主要な街路の路線価の基礎となる

（大規模画地等は除く）

● （様式3）の（55）・（様式1）の（4）

32
Copyright © 2022 株式会社総合鑑定調査 All Rights Reserved.

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

＜試算価格の調整と標準価格の査定ズーム＞
（様式3 抜粋）

４．試算価格の調整と標準価格の査定

近隣地域に係る需要者は自己利用を目的とする一次取得者
が中心であり、居住の快適性、利便性等を重視して行動すること
から、不動産の収益性を前提とする価格形成がされ難いと思料
され、収益価格の相対的信頼性は劣ると判断される。
本件においては収益価格は参考に留め、規範性の高い取引

事例に基づき、市場の動向を反映した実証的な価格である比準
価格を採用し、地域の地価変動等考慮の上、地価公示標準地
との検討を踏まえ標準価格を右記の通り決定した。

125,000
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Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

５．公示価格等を規準とした価格の算定

 地価公示法第8条で規定されている

 公示、調査価格と比較することで、客観性が
保たれる

 手順は「取引事例比較法」と同様

 求められた価格は「規（比）準価格」という
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Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

＜公示価格等を規準とした価格の算定＞
（様式3 抜粋）

５．公示価格等を規準とした価格の算定

5 1

140,000

方位 +5.0

105.0

125,000

100.0

107

街路条件 +2.0
環境条件 +5.0●● 23
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Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

６．鑑定評価額の決定

● 標準価格に個別的要因を勘案して決定

● （様式3）の（58）、（様式1）の（5）に記載

角地、方位等、標準宅地が有している個性を
反映させる
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Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

＜鑑定評価額の決定＞ （様式3 抜粋）

６．鑑定評価額の決定

125,000
105

131,000

131,000 210.05 27,500,000

27,500,000 131,000

方位 +5.0
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＜目次＞

Ⅰ 鑑定評価とは

Ⅱ 鑑定評価書の様式とその見方

Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての
留意事項
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

１．街路条件

■ 「行止まり道路に接面する標準宅地」

標準価格 行止まり道路としての価格を求める

（行止まりの補正は、路線要因として反映）
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

１．街路条件

■ 「幅員等データ」

● 原則として、市町村保有の幅員等データを
採用することを依頼

● 現地調査の結果、評価員が市町村保有の
幅員等データを採用しがたいと判断した場
合は別途協議を行い調整
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

２．交通接近条件

● 原則、市町村保有の距離要因データを採用する
ことを依頼

● 当該距離要因データを評価員が採用しがたいと
判断した場合は別途協議し、評価員間で統一的
な距離計測方法を定める
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

３．画地条件

■ 「標準的画地」・・・（１/３）

標準的画地は、
固定資産評価基準

別表第３ 附表１～７
別表第４ 附表１

に掲げる補正率表において、
補正のかからない画地条件とすることを依頼
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

３．画地条件

■ 「標準的画地」・・・（２/３）

標準的画地が補正を要する
画地として設定されている場合・・・・

１㎡当たり標準価格を画地計算法に定める
各種の補正率で除して得た額の7割を路線価
として付設

標準価格 ÷ 補正率 ×0.7

固定資産評価基準解説（土地篇）
第４節Ⅱ５（２）「路線価の付設」参照
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

３．画地条件

■ 「標準的画地」・・・（３/３）

【普通住宅地区】

間口 ： 10ｍ 奥行長大補正率
奥行 ： 20ｍ 0.98
地積 ： 200㎡
標準価格 ： 80,000円／㎡

10.000

20
.0
00

付設されるべき路線価は

80,000円／㎡ × 0.7 ＝ 56,000円／㎡ ではなく・・・

80,000円／㎡ ÷ 0.98 ×0.7 ≒ 57,100円／㎡ となる
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

３．画地条件

■ 「対象地の画地条件」

● 市町村保有の「間口・奥行」データとの整合
性を図ることを依頼

● 評価員が計測したデータと差異があっても特
に問題はないが、その差異の理由（計測方法
等）を明確にしておく
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

３．画地条件

■ 「大規模画地」・・・（１/３）

大規模工場等において、鑑定評価額の7割を以って課税上
の評価額とする場合（直接鑑定）

直接鑑定 ・・・ 固定資産評価基準
別表第３ 附表１～７ 別表第４ 附表１
に掲げる補正率表では、適切に補正すること
が困難な場合に採用される

直接鑑定においても、想定する標準的画地規模等は地域
ごとに統一することで、標準価格のバランス検討を行い評価
の均衡を図ることを依頼
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

３．画地条件

■ 「大規模画地」・・・（２/３）

【例】 内陸型工場地域１万㎡

臨海型工場地域５万㎡ など

内陸型工場 臨海型工場

※ 相続税路線価もこの基準でバランス検証を行うため、
相続税とも均衡を図ることができる
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

３．画地条件

■ 「大規模画地」・・・（３/３）

大規模画地であっても、原則としては通常の土地
と同様に、市街地宅地評価法もしくは、その他の宅
地評価法により評価を行う

直接鑑定・標準価格のいずれを採用するかを、

明確にして、鑑定評価を依頼する
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

４．市町村長「所要の補正」

■ 「高圧線下地」

固定資産評価の場合、
市町村長の行う
「所要の補正」として
補正することが一般的

標準価格 ・・・ 線下地でないものとしての価格

高圧線の影響のない路線価を付設
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

４．市町村長「所要の補正」

■ 「鉄道等による騒音振動補正」

標準価格

路線要因として影響を反映
鉄道等による騒音振動の
影響があるものとしての価格

所要の補正として影響を反映
鉄道等による騒音振動の
影響がないものとしての価格
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

５．その他

■ 「区画整理事業施行区域」・・・（１/２）

鑑定評価依頼の前提条件を明確に

●従前地課税

●仮換地課税

評価の前提はどちら？
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

５．その他

■ 「区画整理事業施行区域」・・・（２/２）

・従前地

番 号：地権者

ハッチ：従前地

太 枠：仮換地

・仮換地
地権者に対して、仮に割り当てられる土地

区画整理を行う前の土地

③②①

② ③
①
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

６．留意事項のまとめ

街路条件

行止まり道路に接面 行止まり道路としての価格

幅員 原則、市町村保有の幅員データを採用

交通接近条件

原則、市町村保有の距離データを採用

画地条件

補正を要する標準的画地 標準価格÷補正率×0.7

大規模画地 直接鑑定 or 標準価格に基づく評価

所要の補正

高圧線下地 高圧線がないものとしての価格

鉄道沿線 騒音補正（路線補正 or 所要の補正）

その他

区画整理事業施行地区 従前地 or 仮換地

53
Copyright © 2022 株式会社総合鑑定調査 All Rights Reserved.

Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

６．留意事項のまとめ（補足①）

行政が何らかの法令（土砂災害防止法、津波防災
地域づくりに関する法律等）に基づき、定めている区
域（土砂災害特別警戒区域、津波想定区域等）が
設定されている土地

鑑定評価上の減価要因となる可能性があるため、
留意が必要
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

６．留意事項のまとめ（補足②）

減価要因
路線要因？ 所要の補正？

路線価で考慮する自治体 標準価格に織り込む

所要の補正で
考慮する自治体 鑑定価格に織り込む

自治体から、鑑定士へ各要因をどの段階
で考慮しているのかを漏れなく示す

事務取扱要領を提供
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

７．鑑定評価書の押印廃止について

■不動産の鑑定評価に関する法律第39条第2項改正

●鑑定評価書への署名押印すべき義務のうち
押印が廃止（署名は引き続き存続）

改正前 署名＋押印
改正後 署名のみ（デジタル署名も可能）

アナログ→デジタル社会へ移行

●施行期日：令和３年９月１日

※ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
（令和３年法律第37号）
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Ⅲ 標準宅地の鑑定評価に当たっての留意事項

最 後 に ….

少しでも気になる点があれば
不動産鑑定士と協議をしましょう

認識のズレを生じさせないことが大事です
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価格算定補足資料
標準宅地番号

１．公示価格を規準とした価格

(1)標準地番号 (2)公示価格　

　　　　

(3)時点修正
　 (※1参照)

(4)個別的要
  因の標準化
　補正
　 (※2参照)

(5)地域要因
　 の比較
　 (※3参照)

(6)規準価格
　(2)×(3)×(4)×(5)
　　　　　　

　(円/㎡) 　　(円/㎡)

標準地 年 1 月
［ ］ 100 100

100 ［ ］ ［ ］

※1
月率変動率

※2　標準化補正の内訳 ※3　地域要因の比較の内訳

(%/月)

街路条件 交通・接近条件 環境条件 街路条件 交通・接近条件 環境条件

画地条件 行政的条件 その他条件 行政的条件 その他条件

２．基準価格に比準した価格

(1)基準地番号 (2)基準価格
　　　　　　
　　　

(3)時点修正
　 (※1参照)

(4)個別的要
  因の標準化
  補正
 　(※2参照)

(5)地域要因
　 の比較
　 (※3参照)

(6)比準した価格
　　　(2)×(3)×(4)×(5)
　　　　　　　　

　　(円/㎡) 　　(円/㎡)

基準地 年 7 月
［ ］ 100 100

100 ［ ］ ［ ］

※1
月率変動率

※2　標準化補正の内訳 ※3　地域要因の比較の内訳

(%/月)

街路条件 交通・接近条件 環境条件 街路条件 交通・接近条件 環境条件

画地条件 行政的条件 その他条件 行政的条件 その他条件

補足－１
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価格算定補足資料
標準宅地番号

３．取引事例比較法　

(1)所在 (2)取引
   時点

(3)類型 (4)地積　
　　　　　

(5)画地
 の形状

(6)接面道路の状況 (7)主要交通施設
   の状況

(8)法令上の規制等

(㎡)

a

b

c

(9)取引価格

　　　　　

(10)事情補正
  (※1参照)

(11)時点修正
　(※2参照)

(12)建付減価
　　補正

(13)事例地の
　個別的要因
　の標準化
  補正

(14)推定価格
 (9)×(10)×
 (11)×(12)
 ×(13)

(15)地域要因
　  の比較
　(※4参照)

(16)比準した価格
　　(14)×(15)

　(円/㎡) 　(※3参照) (円/㎡) (円/㎡)

a
100 ［ ］ 100 100 100

［ ］ 100 ［ ］［ ］ ［ ］

b
100 ［ ］ 100 100 100

［ ］ 100 ［ ］［ ］ ［ ］

c
100 ［ ］ 100 100 100

［ ］ 100 ［ ］［ ］ ［ ］

※1
事情の内容

※2
月率変動率
(％/月)

※3　標準化補正の内訳 ※4　地域要因の比較の内訳

a

街路条件 交通･接近条件 環境条件 街路条件 交通･接近条件 環境条件

画地条件 行政的条件 その他条件 行政的条件 その他条件

b

街路条件 交通･接近条件 環境条件 街路条件 交通･接近条件 環境条件

画地条件 行政的条件 その他条件 行政的条件 その他条件

c

街路条件 交通･接近条件 環境条件 街路条件 交通･接近条件 環境条件

画地条件 行政的条件 その他条件 行政的条件 その他条件

補足－２
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価格算定補足資料
標準宅地番号

４．収益還元法（直接法）その１
標
準
的
画
地
上
に
想
定
し
た

建
物
の
状
況

(1)用途 (2)建築面積　　    　（㎡） (3)構造・階層 (4)延床面積　　　 　 （㎡）

(5)用途地域等 (6)基準建ぺい率 ％ (7)指定容積率 ％ (8)基準容積率 ％

(9)地積
  （㎡）

(10)間口・
  　奥行

(11)前面道路､
    幅員等

前面道路： ｍ

特定道路までの距離： ｍ

(12)想定建物の概要
(13)有効率
    の理由

％

総
収
益
算
出
内
訳

(14)
階層

(15)
用途

(16)
床面積

(17)
有効率

(18)
有効面積

(19)1㎡当たり
月額支払賃料

(20)月額支払
    賃料

(21)保証金等
   （月数）

(22)保証金等
    （円）

（㎡） （％） （㎡） （円） （円）
(23)権利金等
   （月数）

(24)権利金等
    （円）

～

～

～

～

～

計

(25)年額支払賃料  円×12ヶ月 ＝ 円

(26)共益費（管理費） 円/㎡×  ㎡×12ヶ月 ＝ 円

(27)共益費（管理費）の算出根拠

(28)その他の収入（駐車場使用料等） 円/台×  台×12ヶ月＋ 円 ＝ 円

(29)貸倒れ損失（算出根拠、金額） 円

(30)空室等による損失相当額
  　 ((25)＋(26))×空室率Ａ
　　＋(28)×空室率Ｂ

円 × ％

＋ 円 × ％ ＝ 円

(31)小計
     (25)＋(26)＋(28)－(29)－(30)

円

(32)保証金等の運用益
    （空室損失考慮後）

円 × ％ × ％ ＝ 円

(33)権利金等の運用益及び償却額
    （空室損失考慮後）

償却年数（ 年） 運用利回り（ ％）
円

円 × ％ ×    ＝

(34)その他の収入に係る保証金等の
    運用益（空室損失考慮後）

円 × ％ × ％ ＝ 円

(35)総収益
     (31)＋(32)＋(33)＋(34）

円 （ 円/㎡）

補足－３
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価格算定補足資料
標準宅地番号

４．収益還元法（直接法）その２

総
費
用
算
出
内
訳

項　　目 実額相当額 算出根拠

(1)修繕費 円 × ％

(2)維持管理費 円 × ％

(3)公租公課

土地 円

建物 円 × ％ × /1000

(4)損害保険料 円 × ％

(5)建物等の取壊費用の積立金 円 × ％

(6)その他費用 円

(7)総費用
　　(1)～(6)の合計 円円 円/㎡) (経費率 ％)

基
本
利
率
等

(8)基本利率 （ｒ） ％ (13)賃料の変動率 （ｇ） ％

(9)躯体割合
　　（躯体価格÷建物価格等） ％ (14)躯体の経済的耐用年数 年

(10)仕上割合
　　（仕上価格÷建物価格等） ％ (15)仕上の経済的耐用年数 年

(11)設備割合
　　（設備価格÷建物価格等） ％ (16)設備の経済的耐用年数 年

(12)未収入期間 年 (17)未収入期間を考慮した修正率 （α）

建
物
等
に
帰
属
す
る

純
収
益
の
内
訳

(18)建物等の初期投資額 円
設計監理料率

円/㎡× ㎡×(100 % ＋ %)

(19)元利逓増償還率
躯体部分 仕上部分 設備部分

× %＋ × %＋ × %

(20)建物等に帰属する純収益
　　(18)×(19)

円 （ 円/㎡）

標
準
的
画
地
に
帰
属
す
る
純
収
益

(21)総収益 円

(22)総費用 円

(23)純収益　　(21)－(22) 円

(24)建物等に帰属する純収益 円

(25)標準的画地の純収益　　(23)－(24) 円

(26)未収入期間修正後の標準的画地の純収益
　　　(25)×α 円

収
益
価
格

(27)還元利回り　（ｒ－ｇ） ％

(28)収益価格　(26)÷(27)

円

（ 円/㎡）

補足－４
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